
 

 

川崎市幸区告示 第５号 

 

 

公職選挙法施行令（昭和 25 年政令第 89 号）第 119 条第 2 項の規定による

個人演説会の開催のための施設の設備の程度その他必要な事項及び同令第

121 条の規定による公職の候補者等が納付すべき費用の額は、次のとおりで

す。 

 

 

令和 7 年 10 月 9 日 

 

  川崎市幸区長 山口 美穂 

 

 

 

 

 

区長の管理に属する施設のみ（市立学校〔市立看護大学を除く〕、教育文化会館・分館、

市民館・分館及び有馬・野川生涯学習支援施設）の一覧を添付する。 

 

 

 










